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○

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

自
家
型
発
行
者
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
二
章

自
家
型
発
行
者
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

第
三
者
型
発
行
者
（
第
十
四
条
―
第
二
十
条
）

第
三
章

第
三
者
型
発
行
者
（
第
十
四
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

情
報
の
提
供
、
発
行
保
証
金
の
供
託
そ
の
他
の
義
務
（
第
二
十
一
条

第
四
章

表
示
、
発
行
保
証
金
の
供
託
そ
の
他
の
義
務
（
第
二
十
一
条
―
第
四

―
第
四
十
五
条
）

十
五
条
）

第
五
章

監
督
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
条
）

第
五
章

監
督
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
条
の
二
―
第
五
十
六
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
六
条
）

附
則

附
則

第
四
章

情
報
の
提
供
、
発
行
保
証
金
の
供
託
そ
の
他
の
義
務

第
四
章

表
示
、
発
行
保
証
金
の
供
託
そ
の
他
の
義
務

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

（
表
示
事
項
）

第
二
十
一
条

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
場

第
二
十
一
条

法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
前
払
式
支
払
手
段

合
（
当
該
前
払
式
支
払
手
段
に
係
る
証
票
等
（
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規

を
一
般
に
購
入
し
、
又
は
使
用
す
る
者
が
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

定
す
る
証
票
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
前
払
式
支
払
手
段
と
一
体

な
用
語
に
よ
り
、
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
ら
贈
答

と
な
っ
て
い
る
書
面
そ
の
他
の
物
を
利
用
者
に
対
し
交
付
す
る
こ
と
が
な
い
場

用
の
た
め
に
購
入
さ
れ
る
前
払
式
支
払
手
段
の
う
ち
そ
の
購
入
の
目
的
に
合
わ

合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情

せ
て
支
払
可
能
金
額
等
を
明
示
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
係
る
同
項
第
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報
を
、
そ
の
発
行
す
る
前
払
式
支
払
手
段
（
当
該
前
払
式
支
払
手
段
と
一
体
と

二
号
に
掲
げ
る
支
払
可
能
金
額
等
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
符
号
、
図
画
そ
の
他

な
っ
て
い
る
書
面
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
利
用

の
方
法
に
よ
る
表
示
を
も
っ
て
足
り
る
。

者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

２

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
場
合
（
当
該

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

前
払
式
支
払
手
段
に
係
る
証
票
等
又
は
当
該
前
払
式
支
払
手
段
と
一
体
と
な
っ

一

前
払
式
支
払
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
又
は
場
所
の
範
囲

て
い
る
書
面
そ
の
他
の
物
を
利
用
者
に
対
し
交
付
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
限

二

前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
上
の
必
要
な
注
意

る
。
）
に
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
、

三

電
磁
的
方
法
に
よ
り
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ
り
換
算
し
て

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

い
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
物
品
若
し
く
は
役
務
の
数
量
を
記
録
し
て
い
る
前

一

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
と
利
用
者
の
使
用
に

払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
未
使
用
残
高
（
法
第
三
条
第
一
項
第
一

係
る
電
子
機
器
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
利

号
の
前
払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は
代
価
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る

用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

金
額
を
い
い
、
同
項
第
二
号
の
前
払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は
給
付
又
は
提

二

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
又
は
役
務
の
数
量
を
い
う
。
）
又
は
当

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲

該
未
使
用
残
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

覧
に
供
し
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

四

前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
に
係
る
約
款
若
し
く
は
説
明
書
又
は
こ
れ
ら
に

ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

類
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
約
款
等
」
と
い
う
。
）
が
存
す
る

三

利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
情
報
を
記
録
す
る
た
め
の
フ
ァ
イ
ル

場
合
に
は
、
当
該
約
款
等
の
存
す
る
旨

が
備
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る

３

前
払
式
支
払
手
段
の
面
積
が
狭
い
た
め
に
法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
す
る
も
の
に

る
事
項
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

限
る
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
「
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
前

録
さ
れ
た
当
該
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
う
ち

方
法

主
要
な
も
の
の
み
を
表
示
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
行
す
る
前
払
式
支
払
手
段
が
前
払
式
支

一

約
款
等
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
表
示
が
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払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
と
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
接
続
さ

あ
る
こ
と
。

れ
る
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
（
証
票
等
の
使
用
の
開
始
前
に
、
又
は

二

前
払
式
支
払
手
段
が
一
般
に
購
入
さ
れ
る
際
に
当
該
約
款
等
が
そ
の
購
入

証
票
等
の
使
用
に
際
し
て
、
当
該
電
子
機
器
と
接
続
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当

者
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

該
証
票
等
を
含
む
。
）
を
提
示
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
法

４

加
算
型
前
払
式
支
払
手
段
に
つ
い
て
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
、
前
項
各
号
に
掲
げ

り
換
算
し
て
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を
含
む
。
）

る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
物
品
若
し
く
は
役
務
の
数
量
の
記
録
の
加
算
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て

４

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も

、
既
に
当
該
加
算
型
前
払
式
支
払
手
段
に
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
示
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
表
示
を
も
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
表
示

一

第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
が
フ

を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
（
当
該
記
録
を
他
の
電
子
機
器
に
送
信

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
出
力
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
が
さ
れ
た
情
報
を
、
当
該
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
か
ら
起
算

し
て
三
月
間
、
消
去
し
、
又
は
改
変
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
情
報
提
供
す
る
事
項
等
）

（
書
面
そ
の
他
の
物
を
利
用
者
に
交
付
し
な
い
場
合
の
情
報
提
供
の
方
法
）

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
前
払
式
支
払
手
段

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

を
一
般
に
購
入
し
、
又
は
使
用
す
る
者
が
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
を
い
う
。

な
用
語
に
よ
り
、
正
確
に
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専

一

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
と
利
用
者
の
使
用
に

ら
贈
答
用
の
た
め
に
購
入
さ
れ
る
前
払
式
支
払
手
段
（
前
条
第
二
項
各
号
に
掲

係
る
電
子
機
器
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
利

げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
前
払
式
支
払
手
段
を
除
く
。
）
の
う
ち
そ

用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

の
購
入
の
目
的
に
合
わ
せ
て
支
払
可
能
金
額
等
を
明
示
し
な
い
こ
と
と
し
て
い

二

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
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る
も
の
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
支
払
可
能
金
額
等
に
つ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲

い
て
は
、
符
号
、
図
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
足
り

覧
に
供
し
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

る
。

ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

２

法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

三

利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
に
情
報
を
記
録
す
る
た
め
の
フ
ァ
イ
ル

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

が
備
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
使
用
に
係
る

一

前
払
式
支
払
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
又
は
場
所
の
範
囲

電
子
機
器
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
す
る
も
の
に

二

前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
上
の
必
要
な
注
意

限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録

三

電
磁
的
方
法
に
よ
り
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ
り
換
算
し
て

さ
れ
た
当
該
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方

表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

法

及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
物
品
若
し
く
は
役
務
の
数
量
を
記
録

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

し
て
い
る
前
払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
未
使
用
残
高
（
法
第
三
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
一
号
の
前
払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は
代
価
の
弁
済
に
充
て
る
こ

一

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
が
フ
ァ

と
が
で
き
る
金
額
を
い
い
、
同
項
第
二
号
の
前
払
式
支
払
手
段
に
あ
っ
て
は

イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
（
当
該
記
録
を
他
の
電
子
機
器
に
送
信
す

給
付
又
は
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
又
は
役
務
の
数
量
を
い
う

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
出
力
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
書
面

。
）
又
は
当
該
未
使
用
残
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
に
係
る
約
款
若
し
く
は
説
明
書
又
は
こ
れ
ら
に

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

類
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
約
款
等
」
と
い
う
。
）
が
存
す
る

が
さ
れ
た
情
報
を
、
当
該
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
か
ら
起
算
し

場
合
に
は
、
当
該
約
款
等
の
存
す
る
旨

て
三
月
間
、
消
去
し
、
又
は
改
変
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

前
払
式
支
払
手
段
（
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
を
提
供

す
る
前
払
式
支
払
手
段
を
除
く
。
）
の
面
積
が
狭
い
た
め
に
法
第
十
三
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り

、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
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う
ち
主
要
な
も
の
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

一

約
款
等
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
表
示
が

あ
る
こ
と
。

二

前
払
式
支
払
手
段
が
一
般
に
購
入
さ
れ
る
際
に
当
該
約
款
等
が
そ
の
購
入

者
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

４

加
算
型
前
払
式
支
払
手
段
（
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報

を
提
供
す
る
加
算
型
前
払
式
支
払
手
段
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
金
額
又
は
物
品

若
し
く
は
役
務
の
数
量
の
記
録
の
加
算
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当

該
加
算
型
前
払
式
支
払
手
段
に
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提

供
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
も
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

（
表
示
事
項
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
三
条

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
二
十
三
条

法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
加
入
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
が
当
該
前

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
加
入
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
が
当
該
前

払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
係
る
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事

払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
係
る
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
を
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
に
周
知
す
る
場
合
と
す
る
。

項
を
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
に
周
知
す
る
場
合
と
す
る
。

（
追
加
供
託
の
不
足
額
）

（
追
加
供
託
の
不
足
額
）

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
計
算
さ
れ
た
額
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
基
準
日
未

り
計
算
さ
れ
た
額
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
基
準
日
未

使
用
残
高
か
ら
、
当
該
基
準
日
に
お
け
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

使
用
残
高
か
ら
、
当
該
基
準
日
に
お
け
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

払
戻
し
の
手
続
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
及
び
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
権
利

払
戻
し
の
手
続
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
又
は
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
権
利
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の
実
行
の
手
続
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
基
準
日
未
使
用
残
高
を
控
除
し
た

の
実
行
の
手
続
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
基
準
日
未
使
用
残
高
を
控
除
し
た

額
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。

額
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。

（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

第
三
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
三
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

三

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
信
託
会
社

と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
信
託
会
社

等
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。

等
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
（
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
破
産

ハ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
破
産

手
続
開
始
の
申
立
て
等
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
。

手
続
開
始
の
申
立
て
等
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
。

ニ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

（
保
有
者
に
対
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
払
戻
し
）

（
保
有
者
に
対
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
払
戻
し
）

第
四
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第

第
四
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
合
計
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る

一
号
に
掲
げ
る
合
計
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る

。

。

一

払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

一

払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
た
日
（
以
下
こ
の
条
に

イ

次
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
払
戻

お
い
て
「
払
戻
基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
前
に
到
来
し
た
直
近
の
基
準
日

基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
前
に
到
来
し
た
直
近
の
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
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（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
直
近
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
基
準

に
お
い
て
「
直
近
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
基
準
日
未
使
用
残
高

日
未
使
用
残
高

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

２

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
払
戻
し

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
時

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者

事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
対
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
時
事
に
関
す
る
事
項
を

い
。
た
だ
し
、
前
払
式
支
払
手
段
に
係
る
証
票
等
又
は
当
該
前
払
式
支
払
手
段

掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
よ
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

と
一
体
と
な
っ
て
い
る
書
面
そ
の
他
の
物
を
利
用
者
に
対
し
交
付
す
る
こ
と
が

項
を
す
べ
て
の
営
業
所
又
は
事
務
所
及
び
加
盟
店
の
公
衆
の
目
に
つ
き
や
す
い

な
い
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
法

場
所
に
掲
示
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
払
戻
し
を
す
る
旨

二

当
該
払
戻
し
を
行
う
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

三

当
該
払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
種
類

四

当
該
払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者
は
、
六
十
日
を
下
ら
な

い
一
定
の
期
間
内
に
申
出
を
す
べ
き
こ
と
。

五

前
号
の
申
出
を
し
な
い
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者
は
、
当
該
払
戻
し
の

手
続
か
ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

六

当
該
払
戻
し
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
連

絡
先

七

第
四
号
の
申
出
の
方
法

八

当
該
払
戻
し
の
方
法

九

そ
の
他
当
該
払
戻
し
の
手
続
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
物
品
の
給
付
又
は
役
務
の
提
供
が
発
行
す
る
者
又
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関
す
る
情
報
を
全
て
の
営
業
所
又
は
事
務
所
及
び
加
盟
店
の
公
衆
の
目
に
つ
き

は
当
該
発
行
す
る
者
が
指
定
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
者
の

や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
行
わ
れ
る

場
合
に
利
用
さ
れ
る
前
払
式
支
払
手
段
に
つ
き
払
戻
し
を
行
お
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に

代
え
て
、
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
当
該
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者

に
対
し
て
提
供
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
同

一
の
方
法
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
当
該
払
戻
し

に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
物
品
の
給
付
又
は
役
務
の
提
供
が
当
該
前
払

（
新
設
）

式
支
払
手
段
発
行
者
又
は
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
指
定
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
利
用
さ
れ
る
前
払
式
支
払
手
段
に

つ
き
払
戻
し
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
て

、
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
当
該
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
に
対
し

て
提
供
す
る
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
同
一
の
方

法
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
当
該

払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
二
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
払
戻
し
を
行
う
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二

当
該
払
戻
し
に
係
る
前
払
式
支
払
手
段
の
種
類

三

当
該
払
戻
し
に
関
す
る
問
合
せ
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
連
絡
先

四

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
申
出
の
方
法
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五

当
該
払
戻
し
の
方
法

六

そ
の
他
当
該
払
戻
し
の
手
続
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

４

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に

、
直
ち
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ

、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の

二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類

内
容
が
確
認
で
き
る
書
類

三

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

７

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し

５

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し

が
完
了
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

が
完
了
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
報
告
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
報
告
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
保
証
金
の
取
戻
し
を
行
う
場
合
に

二

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
合
計
額
並
び
に
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び

は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
合
計
額
並
び
に
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並

に
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

三

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し
た
期
間

三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し
た
期
間

四

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
申
出
を
し
た
前
払
式
支
払
手
段

四

第
二
項
第
四
号
の
期
間
内
に
申
出
を
し
た
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者
の

の
保
有
者
の
数
及
び
当
該
保
有
者
の
保
有
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
未
使
用

数
及
び
当
該
保
有
者
の
保
有
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
未
使
用
残
高
（
代
価

残
高
（
代
価
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
及
び
給
付
又
は
提
供
を

の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
及
び
給
付
又
は
提
供
を
請
求
す
る
こ

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
又
は
役
務
の
数
量
を
金
銭
に
換
算
し
た
金
額

と
が
で
き
る
物
品
又
は
役
務
の
数
量
を
金
銭
に
換
算
し
た
金
額
を
い
う
。
第

を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額

六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額

-9-
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五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

８

（
略
）

６

（
略
）

（
払
戻
し
が
認
め
ら
れ
る
場
合
）

（
払
戻
し
が
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
四
十
二
条

法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
四
十
二
条

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
六
章

雑
則

第
六
章

雑
則

（
基
準
日
に
係
る
特
例
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
等
）

第
五
十
条
の
二

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
八
号
に
よ
り

作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
二
通
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二

自
家
型
発
行
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
届
出
書
の
提
出
年
月

日
三

第
三
者
型
発
行
者
に
あ
っ
て
は
、
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

四

前
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
日
前
に
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
届
出
書
（
前
項
の
届
出

書
を
提
出
す
る
日
前
の
直
近
に
お
い
て
提
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出

年
月
日

-10-
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３

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
届

出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
二
通
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二

自
家
型
発
行
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
届
出
書
の
提
出
年
月

日
三

第
三
者
型
発
行
者
に
あ
っ
て
は
、
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

四

現
に
適
用
を
受
け
て
い
る
法
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
の
提
出
年
月
日

（
基
準
日
に
係
る
特
例
を
適
用
す
る
場
合
の
規
定
の
読
替
え
）

第
五
十
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を

（
新
設
）

行
っ
た
こ
と
に
よ
り
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
前
払
式
支
払
手
段
発

行
者
に
対
す
る
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項

基
準
日
を
含
む
基
準
期

基
準
日
を
含
む
基
準
期
間

第
一
号

間

（
法
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
届
出
書
を
提
出
し

た
日
の
属
す
る
基
準
期
間

が
特
例
基
準
日
（
同
条
第

-11-
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二
項
に
規
定
す
る
特
例
基

準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

翌
日
か
ら
次
の
通
常
基
準

日
（
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
通
常
基
準
日
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
ま
で
の
期
間
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
通
常
基
準
日
を
含
む

通
常
基
準
期
間
（
通
常
基

準
日
の
翌
日
か
ら
次
の
通

常
基
準
日
ま
で
の
期
間
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
）

当
該
基
準
日
の
直
前
の

当
該
基
準
日
の
直
前
の
基

基
準
期
間

準
期
間
（
同
条
第
一
項
の

届
出
書
を
提
出
し
た
日
の

属
す
る
基
準
期
間
が
特
例

基
準
日
の
翌
日
か
ら
次
の

通
常
基
準
日
ま
で
の
期
間

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
通
常
基
準
日
の
直

-12-
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前
の
通
常
基
準
期
間
）

第
四
十
二
条
第
一
項

基
準
日
を
含
む
基
準
期

基
準
日
を
含
む
基
準
期
間

第
二
号

間

（
法
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
届
出
書
を
提
出
し

た
日
の
属
す
る
基
準
期
間

が
特
例
基
準
日
の
翌
日
か

ら
次
の
通
常
基
準
日
ま
で

の
期
間
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
通
常
基
準

日
を
含
む
通
常
基
準
期
間

）

百
分
の
五

百
分
の
二
・
五
（
同
項
の

届
出
書
を
提
出
し
た
日
の

属
す
る
基
準
期
間
が
特
例

基
準
日
の
翌
日
か
ら
次
の

通
常
基
準
日
ま
で
の
期
間

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
通
常
基
準
日
の
直

前
の
通
常
基
準
日
に
お
け

る
基
準
日
未
使
用
残
高
の

百
分
の
五
）

第
四
十
八
条
第
一
項

規
定
す
る
基
準
期
間

規
定
す
る
基
準
期
間
（
法

（
各
号
を
除
く
。
）

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

-13-
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の
届
出
書
を
提
出
し
た
日

の
属
す
る
基
準
期
間
が
特

例
基
準
日
（
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
例
基
準
日

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日

か
ら
次
の
通
常
基
準
日
（

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

通
常
基
準
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
ま
で
の
期
間
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

通
常
基
準
日
を
含
む
基
準

期
間
及
び
当
該
基
準
期
間

の
直
前
の
基
準
期
間
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

（
自
家
型
発
行
者
の
業
務
の
承
継
の
届
出
）

（
自
家
型
発
行
者
の
業
務
の
承
継
の
届
出
）

第
五
十
一
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
五
十
一
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
紙
様
式
第
三
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
二

、
別
紙
様
式
第
二
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し

通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の

二
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出

日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長

-14-



- -15

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
廃
止
の
届
出
等
）

（
廃
止
の
届
出
等
）

第
五
十
三
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
五
十
三
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
紙
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写

は
、
別
紙
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写

し
二
通
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
二
通
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
保
証
金
保
全
契
約
の
解
除
の
承
認
、

２

第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
保
証
金
保
全
契
約
の
解
除
の
承
認
に

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
承
認
又
は
第
三
十

関
す
る
申
請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
十
日
以
内
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
解
除
の
承
認
に
関
す
る
申

る
。

請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
十
日
以
内
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

３

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
解
除
の
承
認
に

関
す
る
申
請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
十
日
以
内
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す

４

前
三
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

附

則

附

則
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（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手

段
の
発
行
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
届
出
）

段
の
発
行
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
届
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
削
る
）

２

法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

様
式
第
三
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
削
る
）

３

前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

発
行
者
（
当
該
発
行
者
が
人
格
の
な
い
社
団
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

発
行
者
が
法
第
十
条
第
一
項
第
九
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町

村
（
東
京
都
の
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
三

別
紙
様
式
第
六
号
又
は
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
者
の
履
歴
書
又
は

沿
革

２

（
略
）

４

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第９条関係）

（第 2面）
（表 略）

（記載上の注意） 
１．（略） 
２．「住所」は、法人にあっては登記すべき本店の所在地を、個人にあっては現住所（現住所において前払
式支払手段の発行の業務を行っていない場合には、前払式支払手段の発行の業務に係る主たる営業所又は
事務所の所在地）を記載すること。 
３．～５． （略） 

（略） 

８.業務の内容及び方法  
（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
（略）

（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能な全てのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払手

段を除く。）について貼付すること。 

２．第21条第２項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段である場合は、当該前払式支払手

段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）を表示した電子機器の画面

を印刷したもの等を添付すること。 

（略） 

別紙様式第１号（第９条関係）

（第 2面）
（表 略）

（記載上の注意） 
１． （略）  
２．「住所」は、法人にあっては登記すべき本店の所在地を、個人にあっては現住所を記載すること。 

３．～５． （略） 

（略） 

８.業務の内容及び方法 
（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
 （略）
（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能なすべてのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払

手段を除く。）について貼付すること。 

２．前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を交付しない
場合は、当該前払式支払手段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）
を表示した電子計算機の画面を印刷したもの等を添付すること。 

（略） 
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改正案 現行 

別紙様式第３号（第 14条関係）

（略） 

８.業務の内容及び方法  
（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
 （略）
（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能な全てのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払手

段を除く。）について貼付すること。 

２．第21条第２項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段である場合は、当該前払式支払手

段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）を表示した電子機器の画面

を印刷したもの等を貼付すること。 

（略）

別紙様式第３号（第 14条関係）

（略） 

８.業務の内容及び方法  
（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
 （略）
（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能なすべてのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払

手段を除く。）について貼付すること。 

２．前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を交付しない

場合は、当該前払式支払手段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）

を表示した電子計算機の画面を印刷したもの等を貼付すること。 

（略）
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改正案 現行 

別紙様式第 12号（第 27条第１項関係）
(日本工業規格Ａ４) 

（第１面）

（略）

１．基準日に係る発行保証金の額 

当該基準日に係る発行保証金の額 （略）

（記載上の注意） 

１． （略） 

２．法第 14 条第２項に該当する場合の「前払式支払手段の基準日未使用残高」及び「前基準日に係る発行

保証金の額」は、払戻しの手続の終了、権利の実行の手続の終了後又はその他の事実の発生後の未使用

残高及び発行保証金の額を記載すること。なお、法第 29 条の２第１項の規定の適用がある場合で、同項

の届出書を提出した日の属する基準期間が特例基準日（同条第２項に規定する特例基準日をいう。以下

同じ。）の翌日から次の通常基準日（同項に規定する通常基準日をいう。以下同じ。）までの期間であ

るときは、「前基準日に係る発行保証金の額」は、当該通常基準日の直前の通常基準日に係る発行保証

金の額を記載すること。 

３．・４． （略） 

２. （略） 

別紙様式第 12号（第 27条第１項関係）
(日本工業規格Ａ４) 

（第１面）

（略） 

１．基準日に係る発行保証金の額 

当 該 基 準日 係 る発 行保 証 金 の額 （略）

（記載上の注意） 

１． （略）  

２．法第 14 条第２項に該当する場合の「前払式支払手段の基準日未使用残高」及び「前基準日に係る発行

保証金の額」は、払戻しの手続の終了、権利の実行の手続の終了後又はその他の事実の発生後の未使用

残高及び発行保証金の額を記載すること。 

３．・４． （略） 

２. （略）

（略） （略） （略） （略） 
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改正案 現行 

別紙様式第 24号（第 41条第６項関係）
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し公告届出書

   年  月  日付で下記の方法により前払支払手段の払戻しを行う旨の公告を行ったの

で、前払式支払手段に関する内閣府令第 41 条第６項に掲げる書類を添付して、同項の規定によ
り届け出ます。

（略）

（記載上の注意） 

１． （略）  

２．「公告の方法」には、公告を掲載した日刊新聞紙の名称又は会社法第２条第34号に規定する電子公告を

行ったウェブサイトのほか、掲示方法及び第41条第４項に規定する情報提供を行った場合はその旨を記載

すること。 

別紙様式第 24号（第 41条第４項関係）
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し公告届出書

   年  月  日付で下記の方法により前払支払手段の払戻しを行う旨の公告を行ったの

で、前払式支払手段に関する内閣府令第 41 条第４項に掲げる書類を添付して、同項の規定によ
り届け出ます。

（略）

（記載上の注意） 

１． （略）  

２．「公告の方法」には、公告を掲載した日刊新聞紙の名称のほか、掲示方法及び第41条第３項に規定する

情報提供を行った場合はその旨を記載すること。 
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改正案 現行 

別紙様式第 25号（第 41条第７項関係）
  （日本工業規格Ａ４）

（第１面）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し完了報告書

前払式支払手段の払戻しが完了したので、前払式支払手段に関する内閣府令第 41 条第７項の規定
により報告します。

（略） 

（記載上の注意） 

１．第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

２．「第40条第２項各号に掲げる合計額等」は、令第９条第２項の規定により発行保証金の取戻しを行う場

合に記載すること。 

別紙様式第 25号（第 41条第５項関係）
  （日本工業規格Ａ４）

（第１面）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し完了報告書

前払式支払手段の払戻しが完了したので、前払式支払手段に関する内閣府令第 41 条第５項の規定
により報告します。

（略） 

（記載上の注意） 

第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

-21-



改正案 現行 

別紙様式第 26号（第 41条第８項関係）
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し未了届出書

  下記の理由により前払式支払手段の払戻しを完了することができませんでしたので、前払

式支払手段に関する内閣府令第 41条第８項の規定により届け出ます。

（略）

別紙様式第 26号（第 41条第６項関係）
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登録番号    財務（支）局長 第 号

住所（郵便番号）

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

払戻し未了届出書

  下記の理由により前払式支払手段の払戻しを完了することができませんでしたので、前払

式支払手段に関する内閣府令第 41条第６項の規定により届け出ます。

（略）
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改正案 現行 

別紙様式第 27号（第 47条第１項関係）
 （日本工業規格Ａ４）

（第１面）

（略）

１. 発行等の概要 

（表 略） 

  （記載上の注意） 

１．～５． （略） 

６．法第 29 条の２第１項の規定の適用がある場合で、同項の届出書を提出した日の属する基準期間が特例

基準日の翌日から次の通常基準日までの期間であるときは、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準

期間の直前の基準期間を「基準期間」として記載し、これに応じた「基準期間の発行額」及び「基準期間

の回収額」を記載すること。また、「前基準日未使用残高」は、当該通常基準日の直前の通常基準日にお

ける未使用残高を記載すること。 

（第２面）

２．前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類別の状況 

（表 略）           

(記載上の注意) 

１．～４. （略） 

５．法第29条の２第１項の規定の適用がある場合で、同項の届出書を提出した日の属する基準期間が特例

基準日の翌日から次の通常基準日までの期間であるときは、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基

準期間の直前の基準期間を「基準期間」とし、これに応じた「発行額」及び「回収額」を記載するこ

と。 

６． （略） 

３．～５． （略） 

別紙様式第 27号（第 47条第１項関係）
 （日本工業規格Ａ４）

（第１面）

（略）

１. 発行等の概要 

（表 略） 

  （記載上の注意） 

１．～５． （略）  

（新設） 

（第２面）

２．前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類別の状況

（表 略）            

(記載上の注意) 

１．～４. （略） 

（新設） 

５． （略） 

３．～５． （略）
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改正案 現行 

別紙様式第 28号（第 50条の２第１項関係）                       
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

（郵便番号  －  ）

届出者 住  所

電話番号（  ）  －  

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

特例基準日の適用に係る届出書

 前払式支払手段に関する内閣府令第 50条の２第１項の規定により、資金決済に関する法律第
29条の２第１項の規定による特例基準日の適用を受けたいので、下記のとおり届け出ます。

記

１．氏名、商号又は名称

２．自家型発行者の場合 届出年月日

３．第三者型発行者の場合 登録年月日

※登録番号 財務（支）局長 第    号

４．特例基準日の適用を受けようとする理由

５．法第 29 条の２第２項の規定による届出書
の提出を行った場合 当該届出書（直前に

届出を行ったものに限る。）の提出年月日

（記載上の注意） 

  法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若しくは法第11条第

１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した

当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、届出者の「氏名」欄及び「１．氏名、商号又は名称」欄に当該

氏名を括弧書で併せて記載することができる。 

（新設）
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改正案 現行 

別紙様式第 29号（第 50条の２第３項関係）                       
（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

（郵便番号  －  ）

届出者 住  所

電話番号（  ）  －  

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

特例基準日の適用の解除に係る届出書

 前払式支払手段に関する内閣府令第 50条の２第３項の規定により、資金決済に関する法律第
29条の２第１項の規定による特例基準日の適用を受けることをやめたいので、下記のとおり届
け出ます。

記

１．氏名、商号又は名称

２．自家型発行者の場合 届出年月日

３．第三者型発行者の場合 登録年月日

※登録番号 財務（支）局長 第    号

４．特例基準日の適用を受けている法 29 条の
２第１項の規定による届出書の提出年月日

５．特例基準日の適用を受けていることをや

めようとする理由

（記載上の注意） 

  法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若しくは法第11条第

１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した

当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、届出者の「氏名」欄及び「１．氏名、商号又は名称」欄に当該

氏名を括弧書で併せて記載することができる。 

（新設）
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改正案 現行 

別紙様式第 30号（第 51条関係）
（略）

６．業務の内容及び方法

（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
   （略）
（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能な全てのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払手

段を除く。）について貼付すること。 

２．第21条第２項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段である場合は、当該前払式支払手

段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）を表示した電子機器の画面

を印刷したもの等を添付すること。 

（略） 

別紙様式第 28号（第 51条関係）
（略）

６．業務の内容及び方法

（略）

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し
   （略）
（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能なすべてのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払

手段を除く。）について貼付すること。 

２．前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を交付しない

場合は、当該前払式支払手段の内容を確認できる情報（法第13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）

を表示した電子計算機の画面を印刷したもの等を添付すること。 

（略） 
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改正案 現行 

別紙様式第 31号（第 53条第１項関係）
                   （略）

別紙様式第 29号（第 53条第１項関係）
                   （略）
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改正案 現行 

（削る）  別紙様式第 30号（附則第５条第２項関係）
（日本工業規格Ａ４）

（第１面）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

（郵便番号  －  ）

届出者 住  所

電話番号（  ）  －  

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

前払式支払手段の発行届出書

 前払式支払手段に関する内閣府令附則第５条第２項の規定により届け出ます。この届出書及

び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

 （第２面）

１．

（ふりがな）

氏 名

商 号

又 は 名 称

２．

（ふりがな）

代 表 者 の

氏 名

３． 住 所
（郵便番号  －  ）  電話番号（  ）  －  

４．
基 準 日

未 使 用 残 高
千円

（記載上の注意） 

１．「商号又は名称」とは、登記簿上の商号又は名称を記載すること。 

２．「代表者の氏名」とは、人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人の氏名を記載する

こと。 

３．「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 
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改正案 現行 

４．「基準日未使用残高」とは、法の施行の日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高を記載

すること。

（第３面）

５．営業所又は事務所の名称及び所在地 

名       称 設置年月日 所     在     地

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

電話番号（  ）  －  

（記載上の注意） 

１．前払式支払手段の発行の業務上の主要な活動が行われる場所を記載すること。
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改正案 現行 

２．「営業所又は事務所の名称及び所在地」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した

書面に記載して、その書面を第３面の次に添付すること。

（第４面）

６．業務の内容及び方法 

（1）前払式支払手段の種類、名称、発行価格及び支払可能金額等 

前払式支払手段

の 仕 様 等

前払式支払手段

の 名 称
発 行 価 格 支払可能金額等 使用範囲等

使用できる

期間又は期限

（記載上の注意） 

１．「前払式支払手段の仕様等」は、金額又は金額以外の物品等の数量表示の別、残高減算型又は引換え型

の別及び加算型の場合はその旨を記載すること。 

２．「発行価格」は、販売価格を記載すること。 

３．「使用範囲等」は、前払式支払手段を使用できる加盟店について記載すること。 

４．「使用できる期間又は期限」は、物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合

にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間
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改正案 現行 

又は期限が設けられている場合に、前払式支払手段の種類ごとに当該期間又は期限を記載すること。 

５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第４面の次に添付す

ること。 

（第５面）

(2) 前払式支払手段発行に係る約款、説明書又はこれらに類する書面（別添）
(3) 業務委託状況

受 託 者 の 名 称 業 務 委 託 内 容

（記載上の注意） 

１．業務委託状況は、前払式支払手段の発行に係る業務（製造、保管、搬送、販売、残高集計、システム管

理及び資金決済）を委託している場合に、前払式支払手段の種類ごとに記載すること。 

２．業務委託状況について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面

を第５面の次に添付すること。 
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改正案 現行 

（第６面）

(4) 発行、資金決済の概要図

（記載上の注意） 

 前払式支払手段発行者、業務受託者、加盟店及び前払式支払手段購入者の間における発行及び資金決済の

形態を、前払式支払手段の種類ごとに簡略に図示すること。 
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改正案 現行 

（第７面）

(5) 前払式支払手段の見本又はその券面及び裏面の写し

（記載上の注意） 

１．発行した前払式支払手段で使用可能なすべてのもの（法の施行の日前に新規発行を停止した前払式支払

手段を除く。）について貼付すること。 

２．前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を交付しない
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改正案 現行 

場合は、当該前払式支払手段の内容を確認できる情報（法第 13条第１項各号に掲げる事項に関する情報）
を表示した電子計算機の画面を印刷したもの等を貼付すること。

（第８面）

７．発行者の他に行っている事業の種類

（記載上の注意）

  日本標準産業分類基準表細分類により記載すること。
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